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Ⅰ
こ
れ
ま
で
に
な
い
税
制
を
使
い
こ
な
す

産
業
競
争
力
強
化
法
に
関
連
す
る

税
制
措
置
の
ポ
イ
ン
ト

公
認
会
計
士
・
税
理
士

宮
口
　
徹

は
じ
め
に

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
第
三
の
矢
で
あ
る
経

済
成
長
戦
略
を
強
力
に
推
進
す
べ
く
、
平

成
26
年
１
月
20
日
に
産
業
競
争
力
強
化
法

（
以
下
、「
強
化
法
」と
い
う
）が
施
行
さ
れ

て
い
る
。
同
法
に
お
い
て
は
規
制
緩
和
や

産
業
の
新
陳
代
謝
を
進
め
る
た
め
の
各
種

施
策
が
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、
税
制
措
置

も
多
数
設
け
ら
れ
て
お
り
、
平
成
26
年
度

の
税
制
改
正
法
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
税
制
措
置

の
う
ち
、
⑴
先
端
設
備
投
資
の
促
進
、
⑵

ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資
の
促
進
お
よ
び
⑶
事
業

再
編
の
促
進
を
目
的
と
す
る
制
度
に
つ
い

て
、３
月
20
日
に
成
立
し
た
改
正
法
の
他
、

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
政
省
令
の
内
容

も
踏
ま
え
て
解
説
を
行
う
。

生
産
性
向
上
設
備
投

資
促
進
税
制

⑴　
制
度
の
概
要

生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進
税
制
は
、

設
備
投
資
に
係
る
従
来
の
特
別
償
却
や
税

額
控
除
制
度
を
時
限
的
に
拡
充
し
、
設
備

の
更
新
投
資
を
刺
激
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
あ
る
。

制
度
の
骨
格
は
、
強
化
法
が
規
定
す
る

生
産
性
向
上
設
備
等（
後
述
）の
う
ち
、
税

務
上
の
最
低
取
得
価
額
要
件
を
満
た
し
た

も
の
を
取
得
し
て
事
業
供
用
し
た
場
合
、

特
別
償
却
と
法
人
税
額
の
20
％
を
限
度
と

し
た
税
額
控
除
の
選
択
適
用
を
認
め
る
と

い
う
も
の
で
あ
る（
措
法
42
の
12
の
５
）。

主
だ
っ
た
要
件
を
列
挙
す
る
と
、
ま

ず
、
中
古
資
産
の
取
得
は
対
象
外
で
あ
り

新
品
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

事
業
供
用
に
つ
い
て
は
国
内
で
の
事
業
に

限
ら
れ
る
と
と
も
に
貸
付
け
は
除
か
れ
る

た
め
、
原
則
と
し
て
資
産
を
使
用
す
る
法

人
が
自
社
で
取
得
を
す
る
必
要
が
あ
る

（
措
法
42
の
12
の
５
①
等
）。
こ
の
点
、
設

備
を
リ
ー
ス
に
よ
っ
て
取
得
し
た
場
合
の

取
扱
い
は
、
所
有
権
移
転
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

リ
ー
ス
の
場
合
は
特
別
償
却
、
税
額
控
除

と
も
に
適
用
可

能
で
あ
る
が
、

所
有
権
移
転
外

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

リ
ー
ス
の
場
合

に
は
税
額
控
除

は
認
め
ら
れ
る

が
特
別
償
却
は

認
め
ら
れ
な
い

（
措
法
42
の
12

の
５
⑩
）。

償
却
限
度
額

と
税
額
控
除
率

は
図
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
よ
り
早

期
の
設
備
投
資
を
促
す
た
め
、
平
成
28
年

３
月
ま
で
の
設
備
投
資
に
つ
い
て
は
よ
り

多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
こ
と
が
可

能
と
さ
れ
て
い
る（
措
法
42
の
12
の
５
）。

な
お
、
特
別
償
却
の
経
理
処
理
に
つ
い

て
は
、
償
却
費
と
し
て
損
金
経
理
す
る
方

式
の
他
、
準
備
金
方
式
や
剰
余
金
処
分

方
式
も
認
め
ら
れ
る（
措
法
42
の
12
の
５

⑤
）。次

に
税
務
上
の
最
低
取
得
価
額
要
件
を

ま
と
め
た
の
が
図
表
２
で
あ
る
が
、
資
産

１
つ
当
た
り
の
取
得
価
額
要
件
を
満
た
さ

（図表１）　生産性向上設備投資促進税制の税制措置
事業供用

時期
対象資産

H26年1月20日～
H28年３月31日 ～ H29年3月31日

機械装置など 即時償却または
５％税額控除

50％特別償却また
は４％税額控除

建物・構築物 即時償却または
３％税額控除

25％特別償却また
は２％税額控除

（図表２）　最低取得価額要件

対象資産 １台（１基）当たり
取得価額

１台（１基）当たり取得価額
１事業年度における取得価額の合計額

機械装置 160万円以上 ―

工具

120万円以上

１台（１基）が30万円以上で、１事業年度の取得
価額の合計額が120万円以上

器具備品 ―建物

建物附属設備 １台（１基）が60万円以上で、１事業年度の取得
価額の合計額が120万円以上

構築物 ―

ソフトウエア 70万円以上 １ソフトウエアの取得価額が30万円以上で、 1
事業年度の取得価額の合計額が70万円以上
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な
い
場
合
で
も
、
１
事
業
年
度
の
合
計
額

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
制
度

の
適
用
が
可
能
で
あ
る（
措
令
27
の
12
の

５
②
）。
ま
た
、
取
得
価
額
は
法
人
税
法

施
行
令
の
規
定
に
従
い
判
定
さ
れ
、
購
入

の
場
合
で
あ
れ
ば
購
入
対
価
に
事
業
供
用

す
る
た
め
に
直
接
要
し
た
費
用
を
加
算
し

て
判
定
さ
れ
る（
措
令
27
の
12
の
５
②
一
、

法
令
54
①
）。

⑵　
先
端
設
備（
Ａ
類
型
）の
内
容

と
申
告
手
続

強
化
法
に
規
定
さ
れ
る
生
産
性
向
上
設

備
等
は
、
先
端
設
備（
Ａ
類
型
）と
生
産
ラ

イ
ン
や
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
に
資
す

る
設
備（
Ｂ
類
型
）が
あ
る
が
、
ま
ず
Ａ
類

型
に
該
当
す
る
資
産
は
図
表
３
の
と
お
り

で
あ
る（
強
化
法
２
⑬
、
経
済
産
業
省
関

係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則（
以
下
、

「
経
産
省
強
化
法
規
則
」と
い
う
）５
一
）。

対
象
と
な
る
資
産
は
、
一
定
の
用
途
ま

た
は
細
目
に
該
当
す
る
資
産
で
最
新
モ
デ

ル
要
件
お
よ
び
生
産
性
向
上
要
件
を
満
た

す
資
産
で
あ
る
。
こ
の
要
件
を
満
た
す
資

産
に
つ
い
て
は
、
工
業
会
等
が
証
明
書
を

発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
納
税
者

は
設
備
メ
ー
カ
ー
を
通
じ
て
証
明
書
の
交

付
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
税
務
申
告
上
は
、
特
別
償
却
、

税
額
控
除
と
も
計
算
明
細（
申
告
書
別
表
）

の
添
付
が
求
め
ら
れ
る
も
の
の
証
明
書
の

添
付
は
任
意
と
な
っ
て
い
る（
措
法
42
の

12
の
５
⑪
・
⑬
）。
た
だ
し
、
証
明
書
の

交
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
納
税
者
は

個
別
の
要
件
の
判
定
を
行
う
必
要
が
な
く

な
り
、
税
務
調
査
で
も
無
用
の
議
論
を
避

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
た
め
、
実
務
的
に
は
、
証
明
書
の
交

付
を
受
け
る
こ
と
が
主
流
と
な
ろ
う
。

⑶　
生
産
ラ
イ
ン
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
改
善
設
備（
Ｂ
類
型
）の
内
容

と
申
告
手
続

次
に
、
生
産
ラ
イ
ン
や
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
改
善
に
資
す
る
設
備（
Ｂ
類
型
）は
、

資
産
単
品
で
は
先
端
設
備
の
要
件
に
該
当

し
な
く
て
も
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
収

益
率
向
上
に
資
す
る
設
備
投
資
に
つ
い
て

Ａ
類
型
同
様
の
特
別
償
却
と
税
額
控
除
を

認
め
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
要
件
は

図
表
４
の
と
お
り
で
あ
る（
強
化
法
２
⑬
、

経
産
省
強
化
法
規
則
５
二
）。

図
表
４
に
お
け
る
投
資
計
画
の
認
定
に

つ
い
て
は
、
次
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
進
め

る
こ
と
に
な
る
。

①　
納
税
者
に
よ
る
投
資
計
画
案
の
作
成

②　
公
認
会
計
士
ま
た
は
税
理
士
に
よ
る

投
資
計
画
案
の
事
前
確
認
。
事
前
確
認

書
の
発
行

③　
経
済
産
業
局
へ
の
確
認
申
請
。
経
済

産
業
局
に
よ
る
確
認
書
の
発
行

④　
納
税
者
か
ら
経
済
産
業
局
へ
の
実
施

状
況
報
告
書
の
提
出

（図表３）　先端設備（A類型）	
要　件 ①　用途または細目 ②　最新モデル要件 ③　生産性向上要件

機械装置 すべて

以下のいずれか
を満たすこと
A．右期間内に販

売開始された
最新モデル

B．販売開始年度
（暦年）が設備
導入年度また
はその前年度
であるモデル

C．ソフトウエア組
込型機械装置
で最新モデル
の一代前のモ
デル（中小企業
者等に限る）

10年以内

旧モデル比で生産性
指標（生産効率、エネ
ルギー効率、精度等）
が１％以上向上

工具 ・ロール ４年以内

器具備品

・試験または測定機器
・陳列棚および陳列ケースの

うち、冷凍機付または冷蔵
機付のもの

・冷房用または暖房用機器
・電気冷蔵庫、電気洗濯機そ

の他これらに類する電気ま
たはガス機器

・氷冷蔵庫および冷蔵ストッ
カー（電気式のものを除く）

・サーバー用電子計算機（ソ
フトウエア（OS）を同時設
置するものに限る）（＊）

６年以内

建物 ・断熱材、断熱窓 14年以内

建物附属設備

・電気設備（照明設備を含
み、蓄電池電源設備を除
く）

・冷房、暖房、通風またはボイ
ラー設備

・昇降機設備
・アーケードまたはブライン

ド、日射調整フィルム

14年以内

ソフトウエア（＊）
・設備の稼働状況等に係る

情報収集機能および分析・
指示機能を有するもの

５年以内

（＊）　ソフトウエアおよび電子計算機は中小企業者等が取得または製作をするものに限る。	 	

（図表４）　生産ラインやオペレーションの改善に資する設備（B
類型）

項　目 要　件

対象資産 機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築
物およびソフトウエア

適用要件

投資利益率が15％以上（中小企業者等は５％以上）と
なることが見込まれる投資計画として経済産業大臣の
確認を受けたものに記載された資産であること

（注１）　設備の取得等をする年度の翌年度以降３年度の平均額
（注２）　設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備

等の取得価額の合計額

投資利益率＝（営業利益＋減価償却費）の増加額（注１）

設備投資額（注２）
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ま
ず
、
経
済
産
業
局
に
よ
る
確
認
の
前

捌
き
と
し
て
納
税
者
が
作
成
す
る
投
資
計

画
案
に
つ
き
公
認
会
計
士
か
税
理
士
が
、

設
備
の
見
積
書
等
の
根
拠
資
料
と
の
突
合

や
計
算
チ
ェ
ッ
ク
等
の
確
認
を
行
い
、
事

前
確
認
書
を
発
行
す
る
。
こ
の
点
、
公
認

会
計
士
や
税
理
士
と
会
社
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
特
段
の
要
件
は
な
い
た
め
、
会
計

監
査
人
や
顧
問
税
理
士
の
他
、
有
資
格
者

で
あ
る
役
職
員
が
確
認
作
業
を
実
施
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
納
税
者
が
投
資
計
画
案
と
事
前

確
認
書
を
添
付
の
う
え
、
最
寄
り
の
経
済

産
業
局
に
確
認
申
請
を
行
う
。
経
済
産
業

局
が
確
認
書
を
発
行
す
る
ま
で
に
１
カ
月

程
度
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本

制
度
の
適
用
を
受
け
る
に
は
設
備
の
導
入

ま
で
に
確
認
書
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
余
裕
を
持
っ
て
申
請
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

な
お
、
Ａ
類
型
の
証
明
書
と
同
様
、
税

務
申
告
に
あ
た
っ
て
確
認
書
の
添
付
要
件

は
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
税
務
調
査
な

ど
に
備
え
て
納
税
者
が
保
管
し
て
お
け
ば

足
り
る
。

確
認
書
の
交
付
を
受
け
た
納
税
者
は
設

備
の
取
得
年
度
の
翌
事
業
年
度
以
降
３
期

間
に
わ
た
り
、
投
資
計
画
の
実
施
状
況
や

投
資
利
益
率
、
税
制
措
置
の
利
用
状
況
を

記
載
し
た
実
施
状
況
報
告
書
を
経
済
産
業

局
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

中
小
企
業
の

投
資
活
性
化
策

中
小
企
業
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
、
中

小
企
業
投
資
促
進
税
制
が
あ
り
、
一
定
の

設
備
投
資
に
つ
い
て
特
別
償
却
や
税
額
控

除
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
今
般
、
そ
の

適
用
期
限
が
３
年
間
延
長
さ
れ
る
と
と
も

に
生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進
税
制
の
対

象
と
な
る
生
産
性
向
上
設
備
等
に
つ
い
て

は
、
選
択
制
で
よ
り
多
額
の
償
却
や
税
額

控
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
措

法
42
の
６
）（
図
表
５
）。
本
節
で
は
、
前

節（
生
産
性
向
上
設
備
投
資
促
進
税
制
）の

大
企
業
向
け
の
制
度
と
の
異
同
に
つ
い
て

解
説
を
行
う
。

ま
ず
、
定
義
の
確
認
で
あ
る
が
、
株
式

会
社
の
場
合
、
中
小
企
業
者
等
と
は
資
本

金
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
の
う
ち
、
同

一
の
大
規
模
法
人（
資
本
金
額
１
億
円
超

の
法
人
）に
発
行
済
株
式
総
数
の
２
分
の

１
以
上
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人
と
、
複

数
の
大
規
模
法
人
に
発
行
済
株
式
総
数
の

３
分
の
２
以
上
を
所
有
さ
れ
て
い
る
法
人

を
除
い
た
法
人
を
い
う（
措
法
42
の
６
①
、

42
の
４
⑥
・
⑫
五
、
措
令
27
の
４
⑩
）。

ま
た
、
中
小
企
業
者
等
の
う
ち
、
資
本

金
額
が
３
千
万
円
以
下
の
法
人
を
特
定
中

小
企
業
者
等
と
い
い
、
よ
り
多
く
の
税
務

メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る（
措
法
42
の
６
⑦
、
措
令
27
の
６
⑨
）。

次
に
具
体
的
な
制
度
の
内
容
で
あ
る

が
、
ま
ず
、
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て

は
、
Ａ
類
型
の
資
産
と
し
て
サ
ー
バ
ー
用

電
子
計
算
機
や
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
が
追
加
さ

れ
て
お
り
、
Ｂ
類
型
に
求
め
ら
れ
る
投
資

利
益
率
が
大
企
業
に
比
し
て
緩
和
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
内
航
海
運
業
用
の
船
舶
に
つ

い
て
は
貸
付
け
も
事
業
供
用
と
し
て
認
め

ら
れ
る（
措
法
42
の
６
①
）。

中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て
は
大
企
業
と

は
異
な
り
、
平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で
の

投
資
に
つ
い
て
即
時
償
却
が
認
め
ら
れ
る

と
と
も
に
、
よ
り
多
額
の
税
額
控
除
が
受

け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
税
額
控
除
に
つ
い
て

繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
単
年
度

で
控
除
し
き
れ
な
い
額
が
あ
る
場
合
に

は
、１
年
間
の
繰
越
し
が
認
め
ら
れ
る（
措

法
42
の
６
⑨
・
⑪
）。

な
お
、
中
古
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
資
産

の
取
扱
い
、
特
別
償
却
の
経
理
方
式
や
最

低
取
得
価
額
要
件
の
判
定
基
準
は
大
企
業

向
け
の
制
度
と
同
様
で
あ
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資

促
進
税
制

⑴　
制
度
の
概
要
お
よ
び
認
定
手

続ベ
ン
チ
ャ
ー
投
資
促
進
税
制
は
、
ベ
ン

チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
事
業
会
社
の

投
資
意
欲
を
喚
起
し
、
将
来
有
望
な
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
が
資
金
不
足
に
よ
り
成
長
を

妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
産
業

の
新
陳
代
謝
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
あ
る
。

制
度
の
概
要
は
図
表
６
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
強
化
法
の
特
定
新
事
業
開
拓
投
資

事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
投
資
事
業
有

限
責
任
事
業
組
合
に
投
資
を
し
た
法
人
投

（図表５）　中小企業の投資活性化策

項　目 区　分 現行の中小企業投資促進税制 生産性向上設備投資
促進税制

適用要件

機械装置 160万円以上
左記要件に加えて、
生産性向上投資促進
税制の対象設備であ
ること

工具・器具備品 120万円以上（一定のものに限る）
ソフトウエア 70万円以上（一定のものに限る）
貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
船舶 内航海運業の用に供される

税制措置

中小企業者等 
（資本金または出資金が
３千万円超１億円以下）

30％特別償却（税額控除なし） 即時償却または７％
税額控除

特定中小企業者等
（資本金または出資金が
３千万円以下）

30％特別控除または７％税額控除 即時償却または10％
税額控除
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資
家
に
つ
い
て
、
期
末
投
資
簿
価
の
80
％

相
当
額
の「
新
事
業
開
拓
事
業
者
投
資
損

失
準
備
金
」の
損
金
算
入
を
認
め
る
制
度

で
あ
る（
措
法
55
の
２
、
措
令
32
の
３
）。

非
上
場
有
価
証
券
の
評
価
損
の
損
金
算

入
に
つ
い
て
は
、
規
則
上
は
従
来
か
ら
可

能
で
あ
っ
た
も
の
の
、
回
収
可
能
性
の
判

断
に
つ
き
税
務
当
局
と
争
い
に
な
り
や
す

く
実
務
上
は
保
守
的
に
自
己
否
認
す
る

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
た
め
、
今
般
の
制
度

は
画
期
的
な
改
正
で
あ
る
と
い
え
る
。

強
化
法
の
認
定
を
受
け
る
た
め
の
具
体

的
な
要
件
は
図
表
７
の
と
お
り
で
あ
り
、

フ
ァ
ン
ド
を
組
成
す
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ

ピ
タ
ル
が
、
投
資
家
と
の
組
合
契
約
締
結

後
に
経
済
産
業
局
に
認
定
申
請
を
行
う
こ

と
に
な
る（
強
化
法
２
⑥
、
経
産
省
強
化

法
規
則
２
～
４
、
平
成
26
年
経
済
産
業
省

告
示
６
号
）。

従
来
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る

支
給
供
給
が
不
足
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
た
、
事
業
拡
張
期
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

に
重
点
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
が
本
制
度
の

対
象
と
な
る
。
ま
た
、
租
税
回
避
を
防
止

す
る
観
点
か
ら
、
フ
ァ
ン
ド
の
有
限
責
任

組
合
員
と
無
限
責
任
組
合
員
の
親
子
関
係

は
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
銀
行
系
の
ベ
ン

チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
は
親
会
社
が
出

資
し
な
い
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
な
い
限
り

本
制
度
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

⑵　
税
務
処
理
お
よ
び
実
務
上
の

留
意
点

新
事
業
開
拓
事
業
者
投
資
損
失
準
備
金

は
洗
替
え
方
式
の
準
備
金
で
あ
り
、
繰
入

額
を
翌
期
に
益
金
算
入
す
る
こ
と
に
な
る

（
措
法
55
の
２
②
）。
よ
っ
て
期
首
と
期
末

の
投
資
簿
価
の
差
額
の
80
％
が
税
務
上
の

損
益
に
影
響
す
る
こ
と
と
な
り
、
期
中
に

株
式
を
売
却
し
た
り
、
清
算
に
よ
り
投
資

簿
価
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
前
期
の
繰

入
額
が
益
金
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
投
資
計
画
の
認
定
日
以
後
に
配
当

を
実
施
し
た
会
社
に
対
す
る
投
資
簿
価
に

対
し
て
は
、
準
備
金
の
繰
入
れ
は
認
め
ら

れ
な
い
た
め
、
申
告
時
に
は
留
意
す
る
必

要
が
あ
る（
措
法
55
の
２
①
）。

準
備
金
の
繰
入
れ
は
、損
金
経
理
の
他
、

剰
余
金
処
分
に
よ
り
積
立
金
と
し
て
処
理

す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の

場
合
も
所
定
の
申
告
書
別
表
を
確
定
申
告

書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
る（
措
令
32
の

３
⑤
）。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
法
人

投
資
家
に
お
け
る
組
合
損
益
の
経
理
処
理

で
あ
る
。
法
人
が
投
資
事
業
有
限
責
任
事

業
組
合
形
態
の
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
た
場

合
、
い
わ
ゆ
る
パ
ス
ス
ル
ー
の
取
扱
い
と

な
り
、
組
合
に
生
じ
る
損
益
を
持
分
に
応

じ
て
取
り
込
む
こ
と
に
な
る
。こ
の
場
合
、

①
総
額
方
式（
組
合
の
Ｐ
／
Ｌ
項
目
お
よ

び
Ｂ
／
Ｓ
項
目
を
す
べ
て
区
分
経
理
）を

（図表６）　ベンチャー投資促進税制の概要
項　目 通常の法人 適格機関投資家

対象法人

下記の要件をすべて満た
す法人
①　青色申告法人である

こと
②　産業競争力強化法

の施行日から平成29
年３月31日までの間に
一定の投資事業有限
責任組合契約を締結し
ていること

③　上記組合の有限責
任組合員であること

左記の要件に加えて以
下の要件を満たす法人
①　組合契約締結日を

含む事業年度開始日
時点におけるその他
有価証券である株式
等の帳簿価額が20
億円以上であること

②　組合への出資予定
額が２億円以上であ
ること

対象取引

下記要件をすべて満たすこと
①　当局の認定日以後に対象の投資事業有限責

任事業組合に出資をすること
②　当局の認定日以後、組合の存続期間終了日ま

での期間内に新事業開拓事業者の株式等を取
得すること

③　組合への投資期間内の各事業年度終了時に
おいて有する新事業開拓事業者の株式等の帳
簿価額の80％以下の金額を新事業開拓事業者
投資損失準備金として積み立てること

税制措置

①　税務上の要件を満たす新事業開拓事業者投
資損失準備金の積立て額について損金算入（対
象となる組合の期間が存続する限り、準備金の
損金算入が可能）

②　新事業開拓事業者投資損失準備金の前期の
損金算入額につき益金算入（洗替え方式）

（図表７）　強化法の認定を受けるためのベンチャーファンドの主な要件
要　件 内　容

１．組合の要件

・投資家から組合に出資される金額の合計がおおむね
20億円以上であること

・組合の投資計画における投資事業の実施期間が10
年以下（期間を延長した場合は13年以下）であること

・組合の目標内部収益率（IRR）が15％以上であること
・組合の無限責任組合員（ベンチャーキャピタル）の出

資割合が１％以上であること
・組合の有限責任組合員（投資家）に暴力団等、無限責

任組合員の親会社、子会社、親族等が含まれないこと

２．ガバナンス要件 ・毎事業年度、実施状況報告書および財務諸表等を経
済産業省に提出すること

３．ハンズオン要件

・組合契約書に、無限責任組合員が投資先企業に経営
または技術の指導を行うこと、必要に応じ取締役に
経営に関する意見を述べる旨が明記されていること

・無限責任組合員がベンチャー投資に必要な能力およ
び実績を有すること

４．投資先企業の要件
（新事業開拓事業者）

・大規模法人グループに属さないこと
・非上場・非登録の株式会社であること
・風俗業や暴力団関連企業でないこと

５．投資先内容の要件

・新事業開拓事業者の株式を取得・保有する投資事
業であること

・投資額の50％以上が事業拡張期の新事業開拓事業
者に対するものであること

・投資額の60％以上が特定新事業開拓中小企業者に
対するものであり、残りの40％以下が特定新事業開
拓中堅事業者であること
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原
則
と
し
つ
つ
、
継
続
適
用
を
条
件
と
し

て
、
②
中
間
方
式（
組
合
の
Ｐ
／
Ｌ
項
目

は
区
分
経
理
し
つ
つ
Ｂ
／
Ｓ
項
目
は
組
合

投
資
勘
定
等
で
一
括
処
理
）や
、
③
純
額

方
式（
組
合
の
Ｐ
／
Ｌ
項
目
も
組
合
投
資

損
益
勘
定
等
で
一
括
処
理
）の
適
用
も
認

め
ら
れ
て
い
る（
法
基
通
14
―
１
―
２
）。

た
だ
し
、
中
間
方
式
や
純
額
方
式
を
適

用
し
て
い
る
場
合
、
準
備
金
の
積
立
て
は

認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
今
般
の
改
正
措
置

の
適
用
を
受
け
る
に
は
現
行
の
通
達
を
前

提
と
す
る
限
り
、
総
額
方
式
を
適
用
す
る

こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
点
、
現
行
実

務
上
は
純
額
方
式
を
適
用
す
る
会
社
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
制
度
の
活
用

を
促
進
す
る
観
点
か
ら
は
、
通
達
の
緩
和

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

事
業
再
編
促
進
税
制

⑴　
制
度
の
概
要
お
よ
び
認
定
手

続事
業
再
編
促
進
税
制
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

企
業
が
生
存
を
掛
け
て
し
の
ぎ
を
削
る
な

か
、
過
当
競
争
に
陥
っ
て
競
争
力
を
失
っ

た
日
本
企
業
の
事
業
集
約
を
進
め
る
こ
と

に
よ
り
、
収
益
力
の
高
い
企
業
を
創
出
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
関
係
当
局
の
認
定
を
受

け
た
事
業
再
編
計
画
に
よ
り
、
事
業
再
編

を
行
う
場
合
に
は
登
録
免
許
税
の
軽
減
措

置
が
受
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
複
数
の
事

業
を
統
合
会
社
に
集
約
す
る
場
合
に
は
、

統
合
会
社
へ
の
投
融
資
に
対
し
て
、
帳
簿

価
額
の
70
％
相
当
額
の「
特
定
事
業
再
編

投
資
損
失
準
備
金
」の
積
立
て
に
よ
り
将

来
損
失
の
引
当
て
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

再
編
計
画
が
満
た
す
べ
き
具
体
的
な
要

件
に
つ
い
て
は
、
図
表
８
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
具
体
的
な
再
編
の
イ
メ
ー
ジ
図
に

つ
い
て
は
経
済
産
業
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
詳
し
い
た
め
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ

き
た
い
。
典
型
的
な
事
例
と
し
て
は
、
同

一
の
事
業
を
営
む
２
社
が
共
同
新
設
分
割

で
統
合
会
社
を
設
立
す
る
事
例
や
、
同
一

の
事
業
を
営
む
子
会
社
同
士
を
合
併
さ
せ

る
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
制
度
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
事
業

を
所
管
す
る
省
庁（
た
と
え
ば
製
造
業
や

小
売
業
な
ど
の
経
済
産
業
省
所
管
事
業
で

あ
れ
ば
各
地
方
経
済
産
業
局
）か
ら
計
画

の
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
標
準

的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
事
前
相
談
に
１
カ

月
、
正
式
申
請
後
、
計
画
の
認
定
ま
で
に

１
カ
月
を
要
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
計

画
の
開
始
時
点
か
ら
約
２
カ
月
前
に
事
前

相
談
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（図表８）　事業再編計画と特定事業再編計画の要件
主な要件 事業再編計画 特定事業再編計画

１．計画期間 ３年以内 10年

２．生産性の向上
（事業部門単位）

計画開始から３年以内に次のいずれかの指標の達
成が見込まれること
①　修正ROA　２％ポイント向上
②　有形固定資産回転率　５％向上
③　従業員１人当たり付加価値額　６％向上

計画開始から３年以内に次のいずれかの指標の達成が見込まれるこ
と
①　修正ROA　３％ポイント向上
②　有形固定資産回転率　10％向上
③　従業員１人当たり付加価値額　12％向上

３．財務の健全性
（企業単位）

計画開始から３年以内に次の両方の達成が見込まれること
①　有利子負債／キャッシュ・フロー≦10倍　、　②　経常収入≧経常支出

４．雇用への配慮 計画に係る事業所における労働組合等と協議により十分な話合いを行うこと、かつ実施に際して雇用の安定等に十分な配
慮を行うこと

５．事業構造の変更

次のいずれかを行うこと
①合併、②会社分割、③株式交換・移転、④事業ま
たは資産の譲受け・譲渡、⑤出資の受入れ、⑥他の
会社の株式・持分の取得、⑦会社の設立、⑧有限
責任事業組合に対する出資、⑨施設・設備の相当
程度の撤去等

次のいずれかを行うこと
①完全子会社相互間の合併、②共同新設分割、③完全子会社に他の
事業者が行う吸収分割、④完全子会社が行う他の事業者からの出資
の受入れ、⑤複数事業者のそれぞれの完全子会社の発行済株式の全
部を取得する会社の設立

６．前向きな取組み

計画開始から３年以内に次のいずれかの達成が見込まれること
①　新商品・新サービスの開発・生産・提供
②　商品の新生産方式の導入、設備の能率の向上
③　商品の新販売方式の導入、サービスの新提供方式の導入
④　新原材料・部品・半製品の使用、原材料・部品・半製品の新購入方式の導入

７．新需要の開拓 ―
計画開始から３年以内に次のいずれかの達成が見込まれること
①　外国における新たな需要を相当程度開拓すること
②　国内における新たな需要を相当程度開拓すること

８．経営支援 ―

すべての申請事業者が、特定会社に対して、次に掲げる方法その他こ
れに準ずる方法により特定会社に不可欠な経営支援を行うこと
①特定会社の事業に係る知見を有する役職員の派遣、②技術の支援、
③販路開拓への協力、④資材の調達における協力、⑤製造・研究開発・
管理業務等の受託
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事
業
や
不
採
算
事
業
の
集
約
に
用
い
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
統

合
会
社
に
対
す
る
株
式
や
債
権
を
さ
ら
な

る
再
編
で
他
の
会
社
に
移
転
す
る
ケ
ー
ス

も
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た

二
次
再
編
が
生
じ
る
場
合
、再
編
の
適
格
・

非
適
格
に
か
か
わ
ら
ず
準
備
金
の
移
転
は

認
め
ら
れ
ず
、
益
金
算
入
す
る
必
要
が
あ

る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。こ
れ
は
、

連
結
納
税
を
適
用
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
間

で
、
連
結
親
法
人
が
連
結
子
法
人
を
吸
収

合
併
す
る
場
合
で
も
同
様
で
あ
る（
措
法

55
の
３
④
三
、
68
の
43
の
３
④
三
）。

以
上
が
、
事
業
再
編
促
進
税
制
の
概
要

で
あ
る
。
同
一
業
界
に
お
け
る
事
業
統
合

や
過
剰
設
備
の
集
約
に
つ
い
て
、
従
来
の

経
済
産
業
省
の
税
制
改
正
要
望
で
は
、
Ｌ

Ｌ
Ｐ（
有
限
責
任
事
業
組
合
）に
組
織
再
編

税
制
の
適
用
を
認
め
て
無
税
で
資
産
移
転

を
さ
せ
つ
つ
、
統
合
事
業
の
損
益
を
、
事

業
を
切
り
出
し
た
会
社
に
取
り
込
ま
せ
る

こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
一
方
、
今
般
導

入
さ
れ
た
制
度
は
、
組
織
再
編
税
制
の
対

象
と
な
る「
会
社
」を
統
合
主
体
と
し
つ

つ
、
会
社
で
は
認
め
ら
れ
な
い
損
益
の
パ

ス
ス
ル
ー
で
の
取
込
み
に
つ
き
、
投
資
損

失
準
備
金
と
い
う
し
く
み
を
用
い
て
部
分

的
に
実
現
さ
せ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
本
制
度
の
活
用
に
よ
り
、
業
界
全
体

で
の
事
業
統
合
が
進
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

競
争
に
勝
ち
残
る
日
本
企
業
が
よ
り
多
く

な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
産
業
競
争
力
強
化
法
に
関
連
す

る
主
な
税
制
措
置
に
つ
い
て
要
点
を
解
説

し
た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
お
け
る
金
融
緩

和
策
が
異
次
元
緩
和
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
、
今
般
の
税
制
改
正
も
従
来
の
税
務
の

常
識
を
超
え
る
制
度
が
多
数
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
と
の
印
象
で
あ
る
。
納
税
者
が
各

制
度
の
適
用
要
件
等
を
十
分
に
理
解
の
う

え
で
戦
略
的
に
活
用
し
、
税
引
き
後
の
投

資
効
率
を
高
め
る
こ
と
で
日
本
経
済
が
よ

り
活
性
化
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑵　
税
務
処
理
お
よ
び
実
務
上
の

留
意
点

本
稿
に
お
い
て
は
、
特
定
事
業
再
編
計

画
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
特
定
事
業

再
編
投
資
損
失
準
備
金
制
度
に
絞
っ
て
解

説
を
行
う
。
強
化
法
施
行
日
か
ら
平
成
29

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
計
画
の
認
定
を

受
け
た
場
合
、
認
定
日
か
ら
10
年
経
過
日

ま
で
の
期
間（
積
立
期
間
）内
の
事
業
年
度

に
お
い
て
、
次
の
株
式
や
貸
付
金
な
ど
に

対
す
る
取
得
価
額
の
70
％
相
当
額
を
限
度

と
し
て
、
特
定
事
業
再
編
投
資
損
失
準
備

金
の
損
金
算
入
が
認
め
ら
れ
る（
措
法
55

の
３
①
）。
な
お
、
準
備
金
の
経
理
方
式

は
損
金
経
理
方
式
と
剰
余
金
処
分
方
式
の

両
方
が
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合

も
所
定
の
申
告
書
別
表
を
確
定
申
告
書

に
添
付
す
る
必
要
が
あ
る（
措
令
32
の
４

⑤
）。

①　

特
定
会
社（
特
定
事
業
再
編
計
画
に

よ
り
設
立
等
さ
れ
る
事
業
統
合
会
社
）の

株
式
・
出
資（
特
定
株
式
）で
、
積
立
期

間
内
の
払
込
み
や
、
合
併
、
分
社
型
分

割
お
よ
び
現
物
出
資
に
よ
り
交
付
さ
れ
、

事
業
年
度
末
ま
で
継
続
保
有
す
る
も
の

②　
特
定
会
社
に
対
す
る
貸
付
債
権（
特
定

債
権
）で
、
積
立
期
間
内
に
取
得
さ
れ
、

事
業
年
度
末
ま
で
継
続
保
有
す
る
も
の

③　
特
定
事
業
再
編
実
施
前
か
ら
保
有
し

て
い
る
特
定
株
式
や
特
定
債
権
で
、
事

業
年
度
末
ま
で
継
続
保
有
す
る
も
の

た
だ
し
、
特
定
事
業
再
編
計
画
に
お
け

る
財
務
健
全
性
向
上
の
目
標
数
値
を
達
成

し
た
場
合
は
、
達
成
日
の
属
す
る
事
業
年

度
で
積
立
期
間
は
終
了
と
な
る（
措
法
55

の
３
①
、
措
令
32
の
４
①
）。

次
に
、
積
み
立
て
ら
れ
た
特
定
事
業
再

編
投
資
損
失
準
備
金
に
つ
い
て
は
、
翌
年

度
以
降
５
年
間（
60
カ
月
）で
均
等
に
取
り

崩
さ
れ
益
金
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
残
高
を
一

括
で
取
り
崩
す
こ
と
に
な
る（
措
法
55
の

３
③
～
⑤
）。

①　
特
定
事
業
再
編
計
画
の
認
定
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合

②　
特
定
株
式
や
特
定
債
権
を
譲
渡
等
で

有
し
な
く
な
っ
た
場
合（
譲
渡
相
当
部

分
）

③　
特
定
株
式
や
特
定
債
権
の
帳
簿
価
額

を
減
額
し
た
場
合（
減
額
相
当
部
分
）

④　
合
併
に
よ
り
特
定
株
式
や
特
定
債
権

を
移
転
し
た
場
合

⑤　
特
定
会
社
や
事
業
者
が
解
散
し
た
場

合
⑥　
事
業
者
が
青
色
申
告
の
承
認
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合

本
制
度
は
、
主
に
過
当
競
争
に
陥
っ
た


